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【手続補正書】
【提出日】平成30年6月25日(2018.6.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＭＤＭ２ｉを含む、がんの処置のための医薬組成物であって、ＭＤＭ２ｉは、（Ｓ）－
５－（５－クロロ－１－メチル－２－オキソ－１，２－ジヒドロ－ピリジン－３－イル）
－６－（４－クロロ－フェニル）－２－（２，４－ジメトキシ－ピリミジン－５－イル）
－１－イソプロピル－５，６－ジヒドロ－１Ｈ－ピロロ［３，４－ｄ］イミダゾール－４
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－オンまたは（Ｓ）－１－（４－クロロ－フェニル）－７－イソプロポキシ－６－メトキ
シ－２－（４－｛メチル－［４－（４－メチル－３－オキソ－ピペラジン－１－イル）－
ｔｒａｎｓ－シクロヘキシルメチル］－アミノ｝－フェニル）－１，４－ジヒドロ－２Ｈ
－イソキノリン－３－オンであり、３週毎に１回投与されるものである、医薬組成物。
【請求項２】
　ＭＤＭ２ｉを含む、がんの処置のための医薬組成物であって、ＭＤＭ２ｉは、（Ｓ）－
５－（５－クロロ－１－メチル－２－オキソ－１，２－ジヒドロ－ピリジン－３－イル）
－６－（４－クロロ－フェニル）－２－（２，４－ジメトキシ－ピリミジン－５－イル）
－１－イソプロピル－５，６－ジヒドロ－１Ｈ－ピロロ［３，４－ｄ］イミダゾール－４
－オンであり、３週毎に１回、１００～８００ｍｇで経口投与されるものである、医薬組
成物。
【請求項３】
　ＭＤＭ２ｉを含む、がんの処置のための医薬組成物であって、ＭＤＭ２ｉは、（Ｓ）－
１－（４－クロロ－フェニル）－７－イソプロポキシ－６－メトキシ－２－（４－｛メチ
ル－［４－（４－メチル－３－オキソ－ピペラジン－１－イル）－ｔｒａｎｓ－シクロヘ
キシルメチル］－アミノ｝－フェニル）－１，４－ジヒドロ－２Ｈ－イソキノリン－３－
オンであり、３週毎に１回、５００～４０００ｍｇで経口投与されるものである、医薬組
成物。
【請求項４】
　前記がんが、膀胱、乳房、脳、頭頸部、肝臓、口腔、胆道、急性および慢性リンパ性白
血病、急性および慢性骨髄性白血病、慢性骨髄単球性白血病、結腸直腸、胃、消化管間質
、肝細胞、神経膠腫、リンパ腫、黒色腫、多発性黒色腫、骨髄増殖性疾患、神経内分泌、
肺、非小細胞肺、膵臓、卵巣、前立腺、腎細胞、肉腫、脂肪肉腫、ならびに甲状腺のがん
である、請求項１から３のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項５】
　前記がんが、黒色腫、肺がんまたは神経芽細胞腫である、請求項１から３のいずれか一
項に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　前記がんが黒色腫である、請求項１から３のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　前記がんが神経芽細胞腫である、請求項１から３のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項８】
　前記がんが白血病である、請求項１から３のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　別の医薬成分をさらに含む、請求項１から８のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　前記別の医薬成分が別の抗腫瘍剤である、請求項９に記載の医薬組成物。
【請求項１１】
　２種以上のさらなる抗腫瘍剤が投与されるものである、請求項１０に記載の医薬組成物
。
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